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Ⅰ 現状 １ 概要及び国の取組等について 

（１）概要 

・ 国土強靭化とは、大規模自然災害等に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策を、まち

づくり政策や産業政策も含めた総合的な取組として計画的に実施し、強靭な国づくり・地域づくりを推進す

るもの。（出典：国土強靭化地域計画策定ガイドライン） 

・ 国の国土強靭化計画は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化  

基本法（平成 25 年法律第 95 号）」第 10 条に基づく計画で、国土強靭化に係る国の他の計画等の指針となる

もの。 

 

（２）国の取組 

   ・ 国土交通省を中心として、令和２年度予算から、国土強靱化地域計画に具体的な事業名が記載されたものに

対し、予算の「重点配分」「優先採択」等を実施。 

   ・ 特に緊急に実施すべき施策について、「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」（平成 30年度か

ら令和２年度）を実施し、令和３年度から７年度に「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」（対

策数：123 対策、事業規模：約 15兆円）を実施。 

 

２ 県の取組について（計画の取りまとめ、市町村の策定支援） 

県国土強靭化地域計画を策定するとともに、国土強靱化に関する情報の市町村への提供、市町村地域計画策定に

向けた支援等を継続的に実施。（策定済み：３７市町村、策定中：７市町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の概要 

資料３-２ 

Ｐ３：図１ 

 

市町村の計画

策定状況 

資料３-２ 

Ｐ５：表１ 

Ⅱ 課題 ・ 国土強靱化地域計画について、令和３年度中の全市町村での策定完了を目指し、国と連携した支援・促進に取り

組む必要がある。 

 

Ⅲ 今後 

の対応 

・ 策定中７市町の計画策定を支援。 

・ 国の国土強靱化基本計画や県総合計画の見直しを踏まえ、県計画の改定を本年度中に実施。 

 

 

国土強靭化の推進 
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Ⅰ 現状 

 

１ 県民の防災意識の啓発と地域防災リーダー等の確保・育成 

 （１）マイ・タイムライン作成促進 

・ 市町村と連携し、個人の防災行動計画であるマイ・タイムライン作成講座を開催し、県民に対し、水害時

に適切な避難行動をとれるよう防災意識の啓発を実施 

【Ｒ２年度実績】13市町村 20回 798 名 

（２）地域防災リーダーの育成 

・ 自主防災組織のリーダーを育成する「いばらき防災大学」や、リーダーを対象とした「自主防災組織    

リーダー研修会」等を定期的に開催（各年２回程度開催） 

【Ｒ２年度実績】いばらき防災大学：結城市 受講者９９名 

リーダー研修会：新型コロナウイルス感染症のため中止 

   ・ 地域防災力向上推進員（消防ＯＢ）を２名配置し、自主防災組織の結成・活動支援に派遣 

（３）避難力強化訓練の実施 

・ 市町村及び関係機関と連携し、住民に対する迅速・的確な避難行動の普及啓発及び避難所における新型  

コロナウイルス感染症対策の強化を図る訓練を実施 

     【Ｒ３年度実績】○日時：令和３年７月１０日（土） 

             ○場所：常陸太田市、常陸大宮市 

             ○内容：マイ・タイムラインに基づく住民避難訓練 

                 感染症対策を踏まえた避難所開設・運営訓練 等 

 

２ 防災情報の周知 

 （１）ＳＮＳなど多様な発信手段の活用 

・ 民間事業者と連携し、県民や県内旅行者等に対し災害関連情報を直接提供できる体制を構築 

【Yahoo!防災速報アプリ県内ユーザー数】505,234（R3.6.5 時点） 

 （２）防災情報ネットワークシステムの機能強化 

・ 過去の災害を踏まえ、関連システム等との連携機能強化を図るための整備などを実施 

 

３ 消防団の充実強化 

全国的に消防団員数は年々減少しており、本県においても５年間で 1,588 人減少している。 

［平成 29 年：23,286 人 → 令和３年：21,698 人（△1,588 人）］ 

 

マイ・タイムラ

イン作成講座

開催実績 

資料３-２ 

Ｐ５：表２ 

 

いばらき防災

大学開催実績 

資料３-２ 

Ｐ６：表３ 

 

 

避難力強化訓

練開催実績 

資料３-２ 

Ｐ７：表４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本県の消防団

員数の推移 

資料３-２ 

Ｐ８：参考１ 

防災意識の高揚と地域防災活動の支援・充実 
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Ⅱ 課題 １ 逃げ遅れゼロを目指した自助・共助の促進 

・迅速・的確な避難行動の啓発とコロナ禍にも適応した実効性ある避難対策の推進 

・地域住民等の共助による地域防災力の強化 

  

２ 自助・共助を促すための行政支援（公助）の充実 

・災害関連情報の円滑な把握と集積された各種情報の効果的な発信（ＳＮＳの活用・多言語化への対応など） 

・防災ネットワークシステムの機能強化に向けた関係機関とのシステム連携や機能変更 

 

３ 地域防災体制の中核を担う消防団の充実強化 

・人口減少や少子高齢化、コミュニティの希薄化などの実情をふまえた消防団の担い手の確保 

 

 

Ⅲ 今後 

の対応 

１ 逃げ遅れゼロを目指した自助・共助の促進 

（１）マイ・タイムライン作成促進 

・ 逃げ遅れゼロに向けターゲットを絞った周知・働きかけの実施（子育て世帯や高齢者世帯など） 

・ スマホ等で容易に作成できる「ＷＥＢ版マイ・タイムライン作成システム」の構築・活用 

・ マイ・タイムライン作成講座用説明ロボット（Pepper）の導入及び防災授業や出前講座での活用 

（２）地域防災リーダーの育成 

   災害ハザード内における自主防災組織の結成促進、組織の活性化及び新たな担い手の育成 

・ 「自主防災組織結成費補助金」を新設し、災害ハザード内で新たに自主防災組織を結成し、かつ防災活動

を実施した団体へ補助を実施（上限１００千円） 

 

２ 自助・共助を促すための行政支援（公助）の充実 

（１）避難意識向上ＳＮＳ活用事業 

・ 利用者の多いアプリをベースにしたチャットボットを活用し、県民が等しく災害関連情報等を享受できる

環境を整備 

・ 県広報誌や県ホームページと併せ、民間事業者のスマートフォン教室等を活用し、利用方法に係る県民への

幅広い周知を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主防災組織

結成費補助金 

資料３-２ 

Ｐ８：表５ 
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 （２）防災情報ネットワークシステムの管理運営 

    ・ システムの操作習熟度を高めるため、市町村等担当者向けの操作研修及び訓練を計画的に実施 

    ・ システムの利便性の向上を図るため、部分改修や機能追加を実施 

（３）避難力強化訓練の実施 

   ・ 市町村及び関係機関と連携した災害対応訓練の実施と他市町村に向けた実施結果等の情報共有 

 

３ 地域防災体制の中核を担う消防団の充実強化 

  ・ 処遇の改善や様々な施策を通じた基本団員の入団促進 

・ 機能別消防団員※制度の導入推進等による消防団機能の維持・充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本団員の 

入団促進施策 

資料３-２ 

Ｐ９：参考２ 

 

機能別消防団

員の状況 

資料３-２ 

Ｐ９：参考３ 

※ 機能別消防団員：消防団の全ての活動のうち、限定した活動のみに参加する消防団員 
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Ⅰ 現状 １ 市町村におけるＢＣＰ（業務継続計画）の策定促進 

発災時に必要不可欠な行政サービスを維持するため、市町村におけるＢＣＰの策定を促進 

  【Ｒ２年度実績】全 44市町村が計画を策定 

 

２ 避難施設の環境改善 

 （１）指定避難所の立地・住環境の更なる充実 

・ 県関係部局で連携し、市町村に対し施設整備の支援制度を周知（国庫補助制度、緊急防災・減災事業債等） 

 （２）新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所運営の支援 

・ 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所運営について、市町村と連携し、平時から実施 

    【主な取組】 

     ・ 県独自の指針作成及び市町村避難所運営マニュアル基本モデルの改定 

・ 避難所開設・運営訓練の市町村との共同実施、宿泊施設等の提供に関する協定の締結 

   （訓練実績）Ｒ２：常陸大宮市、坂東市 Ｒ３：常陸太田市、常陸大宮市 

   （協定締結）茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合（令和２年９月３日） 

・ 地方創生臨時交付金を活用した感染症対策用物品の確保（マスク、消毒液、パーテーションテント等） 

 

３ 庁内及び関係機関・事業者等との連携強化 

  ・ 関係機関（気象台、消防協会等）参加の下、市町村防災・危機管理担当課長会議を開催（令和２年５月８日） 

・ 発災時に迅速な初動対応が図れるよう、自衛隊、警察、海上保安部と防災関係機関災害情報連絡会議を開催 

（令和２年度は、新型コロナウイルス感染症のため中止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所開設・ 

運営訓練実績 

資料３-２ 

Ｐ10：表６ 

 

避難所の環境

改善に係る協

定の締結 

資料３-２ 

Ｐ10：表７ 

災害に備えた体制づくり 
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Ⅱ 課題 １ 市町村におけるＢＣＰ（業務継続計画）の策定促進 

県内市町村の策定するＢＣＰの内容の充実による業務継続体制の更なる強化が必要。 

 

２ 避難施設の環境改善 

市町村における避難所の開設・運営シミュレーションへの助言を引き続き行うとともに、感染症対策用物品の  

備蓄を進めるなど、市町村への支援を行うことが必要。 

 

３ 庁内及び関係機関・事業者等との連携強化 

発災時に迅速的確な対応を行うため、平時から市町村及び関係機関との連携強化を図ることが必要。 

 

Ⅲ 今後 

の対応 

１ 市町村におけるＢＣＰ（業務継続計画）の策定促進 

国の定める「重要な６要素」など、発災時の業務継続に必要な項目や計画作成例等の情報の提供などにより、市町

村の業務継続計画の内容の充実を支援 

 

２ 避難施設の環境改善 

新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所運営について、避難所の混雑状況の情報提供方法等の新たな 

技術提供を行うなど、市町村を支援 

  【参考】避難所の混雑状況の情報提供に関する協定の締結 

   ・締結日 令和３年５月２８日 

   ・相手先 株式会社バカン 

 

３ 庁内及び関係機関・事業者等との連携強化 

市町村防災・危機管理担当課長会議及び防災関係機関災害情報連絡会議を開催し、連携強化を図っていく。 
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Ⅰ 現状 

 

１ 大規模災害に備えた緊急輸送道路等の整備 

（１）高速道路 

  ・ 県内の４本の高速道路のうち、常磐道、北関東道、圏央道（暫定２車線）が全線開通済 

  ・ 東関道水戸線の未開通区間及び圏央道の４車線化の整備を実施中 

（２）直轄国道 

・ 県内の４車線化率は約 33％と関東最下位 

  ・ 令和３年度は、新規に事業化された国道６号酒門町交差点のほか、国道６号牛久土浦ＢＰや国道５０号結城 

ＢＰなど 16箇所の整備を実施中 

（３）県管理道路 

・ 「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」（平成 30～令和２年）に引き続き、「防災・減災、国土

強靭化のための５か年加速化対策」などの国の補助制度を活用し、橋梁の耐震化、無電柱化などによる緊急輸

送道路ネットワークの整備や長寿命化修繕計画に基づく道路インフラの老朽化対策を実施中 

・ 道路法第 37条第１項の規定により、緊急輸送道路上の電柱の新設制限を実施中 

 

大規模災害に

備えた緊急輸

送道路等の整

備 

資料３－３ 

Ｐ３～４ 

２ 防災拠点の整備 

（１）道の駅の防災機能の強化 

・ 現在開業している 14 駅において、ソーラー式照明灯や防災倉庫の設置等による防災機能の強化を実施中 

・ 県内の４駅（奥久慈だいご、グランテラス筑西、かさま、（仮）常総）を茨城県地域防災計画の広域防災拠点

に位置付け 

     ※広域防災拠点としての道の駅の役割：災害発生時の広域的な復旧・復興の支援拠点として、緊急物資の集配拠点や自衛隊等の救援活動等の拠点として機能する役割 

（２）高速道路のＳＡにおける防災機能の強化 

  ・ 常磐道上り線守谷ＳＡについて防災拠点として整備済 

Ⅱ 課題 

 

１ 大規模災害に備えた緊急輸送道路等の整備 

・ 高速道路や直轄国道の整備促進及びＩＣへ接続するアクセス道路の整備推進による緊急輸送道路ネットワー

ク機能の早期確保及び機能強化を図ることが必要 

 ・ 県管理道路の災害時における緊急輸送道路の機能を十分に確保することが必要 

２ 防災拠点の整備 

・ 防災拠点としての機能強化や拡充が必要 

 

 

危機に強い土木施設等の整備と強化【道路の対策】 
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Ⅲ 今後 

の対応 

 

１ 大規模災害に備えた緊急輸送道路等の整備 

（１）高速道路 

①東関道水戸線 

・ 早期開通に向け、国や東日本高速道路（株）に対して整備推進を要望するとともに、国の用地取得を支援 

②圏央道 

・ 早期の４車線化に向け、国や東日本高速道路（株）に対して整備推進を要望 

③スマートＩＣ、ＩＣアクセス道路 

・ 事業中及び検討中のスマートＩＣについて、事業主体の市町村に技術的な助言を行う等の支援 

・ 圏央道アクセス道路整備アクションプランなどに基づき、アクセス道路を整備 

（２）直轄国道 

・ 直轄国道の機能強化について、国に対して十分な予算の確保と整備推進及び未事業箇所の新規事業化を要望 

・ 県土地開発公社を活用した用地取得支援 

 

（３）県管理道路 

・ 「５か年加速化対策」予算を最大限に活用し、緊急輸送道路ネットワークの整備推進及び道路インフラの老

朽化（長寿命化）対策等の防災、減災、国土強靭化の取組みの加速化、深化を図る 

・ 対象箇所の拡充や十分な予算の確保を国に要望 

 

２ 防災拠点の整備 

（１）道の駅の防災機能の強化 

・ 市町村と調整のうえ、各道の駅の防災機能を強化（特に広域防災拠点に位置付けられている４駅の防災機能

を拡充） 

・ 今後整備予定の道の駅においても、検討段階から防災機能の強化について、市町村と調整 

（２）高速道路のＳＡ、ＰＡにおける防災機能の強化 

・ 圏央道（仮）坂東ＰＡにおいて、防災拠点の機能も備えた、地域利便施設を市が一体的に整備 

・ 国や東日本高速道路（株）に対して整備推進を要望 
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Ⅰ 現状 

 

１ 豪雨等の災害に対するハード対策 

（１）令和元年東日本台風からの復旧・復興 

  ・ 令和元年東日本台風からの復旧・復興事業として、令和６年度の完了を目指し、国、県、市町村が連携して

那珂川、久慈川において緊急治水対策プロジェクトを進めている。 

（２）河川・海岸・土砂災害防止施設の整備 

・ 緊急性や重要性の高い箇所について、集中的に河川・海岸・土砂災害防止施設の整備を進めている。 

  ・ 東日本大震災を踏まえ、復興事業により、津波対策を進めてきており、100年に１回程度の発生頻度のレベル

１津波に対応した整備はおおむね完了。 

（３）流域治水の取組み 

・ 流域のあらゆる関係者（国、県、市町村等）が協働し、流域全体で治水対策に取り組む流域治水を進めてお

り、本年３月に国が中心となって７つの１級水系で、流域治水プロジェクトを策定。 

 

 

豪雨等の災害

に対するハー

ド対策 

資料３-３ 

Ｐ５ 

 

２ 豪雨等の災害に対するソフト対策 

（１）河川・土砂災害情報の提供 

・ 県管理河川に水位計や河川監視カメラを設置し、リアルタイムで河川等の情報を住民へ提供。  

・ 土砂災害警戒情報を気象台と共同で発表し、土砂災害発生の危険性を住民へ周知。 

（２）ハザードマップ作成支援 

・ 洪水予報河川・水位周知河川（17 河川）の洪水浸水想定区域図、茨城沿岸の津波浸水想定区域図などの水害

リスク情報と土砂災害警戒区域図による土砂災害リスク情報を提供し、市町村のハザードマップ作成を支援。 

（３）河川・海岸・土砂災害防止施設の状況把握 

・ 河川の施設などについては、職員や業務委託により、年に１回の施設点検や災害後の緊急点検を実施。   

  

 

 

 

 

 

 

危機に強い土木施設等の整備と強化【河川・海岸の対策、土砂災害対策】 
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Ⅱ 課題 

 

１ 豪雨等の災害に対するハード対策 

（１）令和元年東日本台風からの復旧・復興 

・ プロジェクト推進のため、霞堤や遊水地整備などへの地域住民の理解や堤防整備に必要な土砂等の資材確保

や用地取得などに地元市町村の協力が必要。 

（２）河川・海岸・土砂災害防止施設の整備 

・ 豪雨等の災害対策は命に係わる緊急性の高い事業であるため、河川・海岸・土砂災害防止施設の整備の加速

化が必要。 

・ 侵食・高潮等による住宅等の浸水対策が必要。 

（３）流域治水の取組み 

・ 防災・減災対策を加速化するため、２級水系においても流域治水の推進が必要。 

 

 

 

 

２ 豪雨等の災害に対するソフト対策 

（１）河川・土砂災害情報の提供 

・ 住民が速やかに分かりやすく河川情報や土砂災害警戒情報を取得できるようにするため、情報提供方法のさ

らなる改善が必要。 

（２）ハザードマップ作成支援 

・ 住民が早め早めに避難できるよう、洪水浸水想定区域図を策定している 17河川以外についても、水害リスク

情報の提供が必要。 

・ 土砂災害警戒区域図を策定後の地形改変や土地利用の変更に対応するため、最新の土砂災害リスク情報の見

直しが必要。 

（３）河川・海岸・土砂災害防止施設の状況把握 

・ 広域的かつ同時多発的に発生する災害時の早期状況把握や平常時の点検のため、効率的な情報収集体制の強

化が必要。 
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Ⅲ 今後 

の対応 

 

１ 豪雨等の災害に対するハード対策  

（１）令和元年東日本台風からの復旧・復興 

・ 国、県、市町村が連携し、引き続き、令和６年度完了を目標に、事業の調整や早期の用地取得を進めていく。 

（２）河川・海岸・土砂災害防止施設の整備 

・ 国の「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」予算などを活用しながら、河川・海岸堤防、砂

防施設などの整備を推進していく。 

（３）流域治水の取組み 

・ ２級水系においてハード・ソフトを組合せた流域治水の対策を早期策定し、県内の全河川において取組みを

推進していく。 

 

 

 

２ 豪雨等の災害に対するソフト対策 

（１）河川・土砂災害情報の提供 

・ 分かりやすい避難に必要な水位等の河川情報や土砂災害リスク情報の提供のため、ＨＰのレイアウトの更新

などを行っていく。 

・ 水位計や河川監視カメラの拡充を図っていく。  

（２）ハザードマップ作成支援 

・ 市町村と連携し、人家などが近接する河川から洪水浸水想定区域図を策定していく。 

・ 土砂災害警戒区域図の見直しを随時行っていく。 

（３）河川・海岸・土砂災害防止施設の状況把握 

・ 各土木事務所に配置しているドローンを活用し、侵入困難な箇所の点検や浸水により接近しにくい箇所の状

況把握を行っていく。 

・ ドローンの追加配備やパイロット養成の他、土木事務所間の連携強化や関係団体との協力体制を構築してい

く。 

  ・ ドローンの自動航行による状況把握などにも取り組んでいく。 
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Ⅰ 現状 

 

１ ハード対策 

（１）耐震強化岸壁 

大規模な地震が発生し、陸上輸送が困難になった場合でも、緊急物資等を輸送する海上交通ネットワークを確

保するため、特定の港湾において耐震強化岸壁を整備 

・ 茨城県内の耐震強化岸壁数：４箇所 

（内訳） 

茨城港日立港区：１箇所、茨城港常陸那珂港区：２箇所、鹿島港：１箇所 

 

（２）防波堤の「粘り強い構造」の導入 

大規模な津波や波浪が襲来した場合でも、既設の防波堤を倒壊しにくい構造にすることで、港内や背後地の減

災効果が見込まれることから、「粘り強い構造」の防波堤を整備 

・ 取り組み状況：茨城港日立港区 沖防波堤（900ｍ） 令和３年度着手 

 

港湾における

ハード対策 

資料３-３ 

Ｐ６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ソフト対策 

（１）津波からの避難計画の策定 

 ・ 港湾は沿岸部に立地しており、津波襲来時に就労者や港湾利用者等の速やかな避難が必要であるため、平成  

28 年に各港で津波避難計画を策定 

  ・ 津波避難計画に基づき、港湾ごとに既設民間施設の避難施設指定や津波避難タワー等の整備を実施 

 

（２）港湾ＢＣＰ（事業継続計画）の策定 

  ・ 大規模地震が発生した際、経済活動への影響を最小限とするため港湾機能の維持が必要であることから、平成 

29 年に各港の港湾ＢＣＰを策定 

  ・ 令和元年には、港湾ＢＣＰを改訂し、台風や低気圧などに伴う高潮・暴風に対する被害を軽減するための事前 

   対策を位置づけ 

 

 

 

 

 

港湾における

ソフト対策 

資料３-３ 

Ｐ７ 

危機に強い土木施設等の整備と強化【港湾の対策】 
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Ⅱ 課題 １ ハード対策 

近年、想定（設計）を超える大規模な地震・津波発生の切迫性が高まっていることから、全ての重要港湾における

防波堤の「粘り強い構造」の早期整備が必要 

２ ソフト対策 

  津波避難計画及び港湾ＢＣＰともに、港湾の整備状況や企業立地状況等に応じて適宜見直しが必要 

 

 

Ⅲ 今後 

の対応 

 

１ ハード対策 

○ 防波堤の「粘り強い構造」の導入 

   港内や背後地の状況から、緊急性が高く効果を最大化できる施設から効率的に整備 

 

 

 

２ ソフト対策 

（１）津波からの避難計画の策定 

  ・ 津波避難計画については、港湾の整備進展や企業の新たな立地などに応じ、適宜見直しを実施 

  ・ 避難訓練の定期的な実施等による関係者への啓発 

 

（２）港湾ＢＣＰ（事業継続計画）の策定 

  ・ 新型コロナウイルス等の感染症への対応や、津波襲来時のリスク軽減（船舶の岸壁への衝突抑制等）に向けた 

   取組みの検討など、港湾ＢＣＰの更なる充実化 
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Ⅰ 現状 

 

１ ハード対策 

（１）大規模災害に備えた対応状況 

・ 東日本大震災や昨今の豪雨災害を踏まえ地震や津波・浸水対策が必要。 

・ 処理場の施設については、重要度に応じ優先順位をつけて耐震対策を実施。 

（職員が常駐する管理本館等の人命を保護すべき施設については、100％耐震対策済み。） 

（２）施設の老朽化への対応状況 

・ 最古の処理場は供用後 50年経過し、また、管渠の約半数が布設後 30年以上経過するなど、老朽化が進行。 

・ 平成 30年度にストックマネジメント計画を策定し、施設全体を一体的に捉えた老朽化対策を実施。 

下水道におけ

るハード対策 

資料３-３ 

Ｐ８ 

 

 

 

２ ソフト対策 

・ 下水道施設が被災した場合にその機能を確保するため、平成 27 年度に下水道ＢＣＰ（業務継続計画）を策定。 

・ 災害や事故発生時に迅速に対応するため、関係団体等と協定を締結。情報伝達訓練を毎年実施。 

 

Ⅱ 課題 

 

１ ハード対策 

・ 持続的な下水道機能確保のため、災害対策と老朽化対策の推進が必要。 

 

２ ソフト対策 

・ 災害時における速やかな応急復旧等を確実に行う体制・連携の強化が必要。 

 

Ⅲ 今後 

の対応 

 

１ ハード対策 

（１）地震対策 

・ 被災時の処理場運転に最低限の機能を確保すべき施設の耐震対策の実施。 

・ 管渠の重要箇所は予備管を整備（管渠２条化）。 

（２）浸水・停電対策 

・ ポンプ場における自家発電設備、防水扉等の整備。 

（３）老朽化対策 

・ ストックマネジメント計画に基づき、総合的・効果的な老朽化対策の推進。 

 

２ ソフト対策 

○災害時の機能維持のための連携強化及び代替機能の確保 

・ 下水道ＢＣＰ（業務継続計画）に基づく関係団体等の合同訓練の実施。 

・ 早期復旧のため市町村等へ技術的人材の支援。 

・ 市町村等との保有資機材（排水ポンプ、発電機等）の相互貸与。 

 

危機に強い土木施設等の整備と強化【下水道の対策】 
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Ⅰ 現状 

 

１ 防災施設の整備 

（１）「広域避難地」となる県営都市公園における防災施設の整備状況 

 ① 耐震性貯水槽、臨時ヘリポートや非常用照明灯は平成 27 年度までに整備完了（偕楽園外８公園） 

 ② 国の「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」（平成 30年度～令和２年度）を活用し、避難地の 

広場の拡張・園路の改修（笠間芸術の森公園、県西総合公園） 

防災施設の整

備 

資料３-３ 

Ｐ９ 

２ 県営都市公園における公園施設の長寿命化 

（１）公園の供用年数 

 ① 土木部所管の 18 公園のうち約５割が開園から 30年以上経過、10 年後には８割を超える 

（２）公園施設の長寿命化 

① 平成 24年度に公園施設長寿命化計画を策定し、定期的に点検・計画の更新を実施 

 ② 国の交付金事業を活用し、長寿命化計画に基づく公園施設の更新・改築を実施 

Ⅱ 課題 

 

１ 防災施設の整備 

広域避難地としての防災機能の拡充・維持を適切に行うとともに、災害時に防災施設が活用できるよう使用方法

についての啓蒙・啓発を図っていくことが必要 

 

 

２ 県営都市公園における公園施設の長寿命化 

長寿命化計画に基づき適切に補修、改築等を進めることで公園施設の長寿命化を図りつつ、利用環境の改善や防

災施設の拡充を図っていくことが必要 

 

Ⅲ 今後 

の対応 

 

１ 防災施設の整備 

（１）「広域避難地」となる県営都市公園における防災施設の整備推進 

① 非常用トイレ、防災パーゴラ及びかまどベンチ等の防災施設の整備（偕楽園外６公園） 

② 既存施設の防災機能の強化・確保 （園路改修、管理施設の設備更新） 

（２）都市緑化ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ等を活用した防災施設に関する定期的なＰＲ活動の実施 

 

２ 県営都市公園における公園施設の長寿命化 

（１）公園施設の長寿命化に合わせた防災機能の強化 

 ① 避難地の暑さ対策となる空調設備改修 （令和３年度 霞ケ浦総合公園） 

② 避難施設のバリアフリ－化に伴うトイレを洋式化 （令和３年度 偕楽園、大子広域公園） 

 ③ 停電に備えた省エネルギー化に伴う照明灯の LED 化 （令和３年度 霞ケ浦総合公園、洞峰公園、港公園） 

（２）国の「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」を活用した緊急度の高い老朽化施設の更新・改築 

 

 

危機に強い土木施設等の整備と強化【県営都市公園の対策】 
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Ⅰ 現状 

 

１ 災害予防（建築物の耐震化） 

茨城県耐震改修促進計画で目標を定め、耐震化を促進している。 

【現状の耐震化率】               （令和２年 12 月末時点） 

建築物の種類 全施設数 現状の耐震化率 

住宅 1,126,600 88.3% 

民間の特定建築物等 5,478 86.6% 

市町村の特定建築物等 1,927 98.2% 

県有対象建築物 1,439 100.0% 

※住宅は平成 30年度末の数値 

 

災害予防（建築

物の耐震化） 

資料３-３ 

Ｐ10 

 

 

 

 

 

２ 建築物の災害応急対策 

（１）応急危険度判定 

・ 応急危険度判定士の登録者数 2,158 名（令和３年４月１日時点） 

・ 判定コーディネーターの登録者数 649 名（令和３年４月１日時点） 

（２）応急仮設住宅 

・ 関係団体と災害協定を締結（建設型２団体、借上型３団体） 

・ 全市町村で仮設住宅の建設候補地を選定済（令和３年４月１日時点） 

 

建築物の災害

応急対策 

資料３-３ 

Ｐ11 

 

危機に強い土木施設等の整備と強化【建築物の対策】 
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Ⅱ 課題 

 

１ 災害予防（建築物の耐震化） 

・ 民間建築物の耐震化促進 

 

 

２ 建築物の災害応急対策 

・ 被災後における応急危険度判定の迅速な実施 

・ 被災状況に応じた応急仮設住宅の速やかな提供 

 

 

Ⅲ 今後 

の対応 

１ 災害予防（建築物の耐震化） 

市町村補助制度の立上げ促進、関係団体や市町村と連携した所有者への働きかけの実施 

・ 耐震性の不足する大規模建築物所有者に対する訪問による働きかけ 

・ チラシやリーフレット、県公式ツイッターや市町村広報誌等での情報発信 

 

 

２ 建築物の災害応急対策 

（１）応急危険度判定 

応急危険度判定士・判定コーディネーター確保及び実施体制の強化 

・ 解体予定の建築物を利用した応急危険度判定模擬訓練の実施 

・ 判定コーディネーターの新規養成及び技術力向上のための訓練の実施 

（２）応急仮設住宅 

応急仮設住宅の供給体制の充実・強化 

・ 事前の連絡訓練による協定締結団体との連携強化 
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Ⅰ 現状 １ 原子力施設等の安全確保 

（１）原子力安全協定等の運用 

・ 東海・大洗地区の 17 原子力事業所と締結している原子力安全協定に基づく安全の確認 

(新増設等に対する事前了解、事故・故障等の連絡、運転状況の定期的な報告等) 

・ 原子力施設への立入調査の実施、通報連絡訓練の実施、原子力施設の事故・故障等に係る情報提供 

（２）原子力審議会、原子力安全対策委員会の運営 

 ・ 原子力審議会 

本県の原子力施策の基本方針、大規模な原子力施設の新増設計画等について調査審議 

・ 原子力安全対策委員会 

原子力施設周辺の環境安全、原子力施設の安全対策などについて技術的・専門的に調査検討 

（３）環境放射線の監視 

茨城県東海地区環境放射線監視委員会において、茨城県環境放射線監視計画に基づき実施した環境放射線の 

常時監視や土壌・農畜水産物等環境試料中の放射性物質の測定・分析結果の評価を行い県民に公表 

 

２ 原子力防災体制の構築 

 万が一の事故に備えた原子力防災体制の構築に向け、関係市町村の避難計画策定・充実について支援 

 

３ 原子力に関する知識の普及啓発 

  ・ 原子力に係る冊子（原子力ハンドブック等）の発行 等 

  ・ 専門家の県内小中学校、高等学校への派遣 等 

原子力安全協

定等の運用 

資料３-２ 

Ｐ11：表８ 

 

立入調査 

資料３-２ 

Ｐ11：表９ 

 

安全対策委員

会開催状況 

資料３-２ 

Ｐ11：表 10 

 

 

 

原子力安全対

策重点区域 

資料３-２ 

Ｐ12：表 11 

 

原子力に関す

る知識の普及

啓発取組状況

資料３-２ 

Ｐ13：表 12 

原子力安全対策の徹底 
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Ⅱ 課題 １ 原子力施設等の安全確保 

今後も、原子力施設における事故・故障等の未然防止対策に取り組むとともに、施設の新増設計画や廃止措置計

画等の安全対策について、茨城県原子力安全対策委員会において、技術的・専門的に調査検討を行うなど原子力施

設の安全確保を図る必要がある。 

 

２ 実効性のある防災体制の構築 

東海第二発電所に係る広域避難計画や、試験研究炉、核燃料加工施設に係る屋内退避及び避難誘導計画の策定・

充実に向け、国、市町村、関係機関とともに諸課題の解決に取り組む必要がある。 

 

３ 原子力に関する知識の普及啓発 

原子力や放射線、原子力防災等に関する基礎知識の普及を図る必要がある。 

 

Ⅲ 今後 

の対応 

 

１ 原子力施設等の安全確保 

原子力安全協定に基づき、原子力施設への立入調査等を行い事故・故障等の未然防止を図るとともに、茨城県原子

力安全対策委員会等において、原子力施設の地震・津波対策や重大事故対策等について検証するなど原子力施設の

安全性に係る対策強化に努める。 

 

２ 実効性のある防災体制の構築 

原子力災害に迅速かつ的確に対応するため、防災対策について国や市町村などと徹底した検討を行うとともに、

原子力防災訓練や要員研修などにより実効性ある防災体制を構築していく。 

 

３ 原子力に関する知識の普及啓発 

県民に対する原子力基礎知識の普及啓発に継続して取り組む。 
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第５回 変革期をリードする新時代の茨城づくり 

調査特別委員会資料 【参考資料】 
 

 

 

 

４ 安心安全快適な生活環境 

災害に強い県土づくり、国土強靭化の推進 

 

 

（ 防災・危機管理部 ） 
 

令和３年８月３１日（火） 
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＜資料３－１ Ｐ３ Ⅰ 現状 ２ 県の取組について（計画の取りまとめ、市町村の策定支援）＞ 

【図１】「茨城県国土強靱化計画」の概要 
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【表１】市町村の国土強靭化地域計画の策定状況（令和３年８月末現在） 

策定済 

（37 市町村） 

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、 

常陸太田市、高萩市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、 

鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、かすみが

うら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、 

茨城町、大洗町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、五霞町、境町 

策定中 

（７市町） 

結城市、北茨城市、稲敷市、城里町、河内町、八千代町、利根町 

 

 

 

 

＜資料３－１ Ｐ４ Ⅰ 現状 １（１）マイ・タイムライン作成促進＞ 

【表２】マイ・タイムライン作成講座開催実績（令和３年７月末現在） 

年度 市町村数 回数 参加者数 

平成３０年度 １６市町村 １７回 ４３０名 

令和元年度 １７市町村 １８回 ４８３名 

令和２年度 １３市町 ２０回 ７９８名 

令和３年度 ４市町村 ６回 ３７３名 

計 － ６１回 ２，０８４名 
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＜資料３－１ Ｐ４ Ⅰ 現状 １（２）地域防災リーダーの育成＞ 

【表３】いばらき防災大学開催実績 

年度 開催市町村 受講生数 

平成３０年度 
つくば市 ２０４名 

日立市 １４２名 

令和元年度 
鹿嶋市 １５６名 

水戸市 １８２名 

令和２年度 結城市 ９９名 

令和３年度 

（予定） 

水戸市 １５０名 

調整中 － 

計 － ９３３名 

 

  

※令和３年度水戸市は申込者数 
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＜資料３－１ Ｐ４ Ⅰ 現状 １（３）避難力強化訓練の実施＞ 

【表４】避難力強化訓練開催実績 

令和２年度 

共 催 茨城県、坂東市 

実 施 日 令和２年１０月３１日 

参 加 者 数 約４００名 

訓 練 種 目 

情報伝達訓練 

避難所開設・運営訓練 

マイ・タイムライン作成講座 

要配慮者利用施設避難訓練 

令和３年度 

共 催 茨城県、常陸太田市、常陸大宮市 

実 施 日 令和３年７月１０日 

参 加 者 数 約４７０名 

訓 練 種 目 

情報伝達訓練 

避難所開設・運営訓練 

住民避難訓練 

防災講習会（防災士による避難者への啓発） 

要配慮者利用施設避難訓練 
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＜資料３－１ Ｐ４ Ⅰ 現状 ３ 消防団の充実強化＞ 

【参考１】本県の消防団員数の推移（令和３年４月１日現在、単位：人） 

年 条例定数 実員数 （参考）全国 

平成 29 年 25,690 23,286 850,331 

平成 30 年 25,423 22,967 843,667 

平成 31 年（令和元年） 25,608 22,511 831,982 

令和２年 25,428 22,055 818,478 

令和３年 25,159 21,698 未発表 

 

 

＜資料３－１ Ｐ５ Ⅲ 今後の対応 １（２）地域防災リーダーの育成＞ 

【表５】自主防災組織結成費補助金の概要（令和３年度） 

項 目 内  容 

対 象 災害ハザード内に所在する自主防災組織が未結成の自治会等 

補 助 額 上限１００千円／１自治会等 

要 件 

事業の対象年度において、次のいずれも実施した場合に補助 

①自主防災組織を新たに結成し、市町村へ届け出ること。 

②マイ・タイムライン作成講座等の防災活動を実施すること。 

予 算 額 ２５，０００千円（１００千円×２５０自治会等） 
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＜資料３－１ Ｐ６ Ⅲ 今後の対応 ３ 地域防災体制の中核を担う消防団の充実強化＞ 

【参考２】基本団員の入団促進に係る主な施策 

主な施策 概要 

団員の処遇改善 出動手当の性格を見直し（費用弁償→報酬）、年額報酬を 36,500 円/年、出動報酬を 8,000 円/1 日にする

など、団員の処遇改善について市町村に働きかける。 

[R3.4.1：平均年額報酬：27,186 円（国基準 36,500 円）、平均出動手当：2,389 円（国基準 7,000 円） 

事業所との協力体

制の推進 

団員の約７割が被雇用者であり、事業所等の協力は不可欠であるため、「消防団協力事業所表示制度」（市

町村長が消防団に協力する事業所を認定し当該事業所は、表示証を社内外に掲示することにより社会貢献

をアピール）の導入を推進。[43 市町村で制度導入（要項作成）済、R3.4.1：28 市町村 251 事業所] 

多様な人材の活用 女性や公務員等の多様な人材の入団促進。 

[R3.4.1：女性 43 市町村 539 人、茨城県職員 190 人、市町村職員 1,555 人] 

装備の改善 市町村を対象に、ＡＥＤ、油圧切断機、トランシーバー、新型コロナウイルス感染症対策資機材（マスク、

感染防止衣等）等の装備の整備に対して国費 1/3 補助を実施。 

[H30～R2：国費 12,369 千円、17 市町村、R3：国費 3,894 千円、7市町村] 
 
【参考３】機能別消防団員の状況 

地域の防災力を向上させる観点から、全ての活動に参加する消防団員(基本団員)の確保が基本であるが、全ての活動には参加でき

なくとも、ある特定の活動や大規模災害等に限定して参加する機能別分団団員、大規模災害団員の制度を積極的に導入・活用。 

[R3.4.1 制度導入済：17 市町 562 人]  

 

【機能別団員の例】 

名 称 主な導入市町村 特徴・活動内容等 

大規模災害対応隊 北茨城市、河内町 等 大規模災害時に、避難所支援活動等を行う。その他，出身分団の補助。 

市役所隊 龍ケ崎市、稲敷市 等 平日の勤務時間内に出動し主に災害現場での後方支援活動を行う。 

女性分団 
行方市、鉾田市、阿見町 高齢者宅の防火訪問や広報啓発活動、救命講習補助、大規模災害時の後方支援

等 

通訳隊 土浦市 大規模災害時や罹災証明発行時など，日本語が話せない市民との通訳を行う。 
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＜資料３－１ Ｐ７ Ⅰ 現状 ２（２）新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所運営の支援＞ 

【表６】避難所開設・運営訓練実施実績（令和２年度実績） 

１ 

共 催 茨城県、常陸大宮市 

実 施 日 令和２年７月１０日 

参加者数 約６０名 

訓練種目 
新型コロナウイルス感染症を踏まえた指定避難所の開設・運営 

体調不良者の受入れ、専用避難所への移送 

２ 

共 催 茨城県、坂東市 

実 施 日 令和２年１０月３１日 

参加者数 約４００名 

訓練種目 
新型コロナウイルス感染症を踏まえた指定避難所の開設・運営 

体調不良者、ペット同行者等の避難者に対する受入・対応 

 

【表７】避難所の環境改善に係る協定締結（令和２～３年度実績） 

１ 

協 定 名 災害時における宿泊施設等の提供に関する協定 

協 定 日 令和２年９月３日 

相 手 先 茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合 

内 容 災害時における避難先としての宿泊施設の提供 

２ 

協 定 名 災害時の指定避難所の情報提供に関する協定 

協 定 日 令和３年５月２８日 

相 手 先 株式会社バカン 

内 容 住民が避難所の混雑状況を確認できる環境の提供 
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＜資料３－１ Ｐ20 Ⅰ 現状 １（１）原子力安全協定等の運用＞ 

【表８】 原子力安全協定に基づく事務処理（令和２年度） 

協定に基づく処理事項   582 件 

 
 
【表９】 立入調査等の実施（令和２年度） 

名 称 事業所数等 

抜き打ちによる通報連絡訓練の実施 全 17 事業所（17 件） 

平常時立入調査 全 17 事業所（17 件） 

その他、事故・故障等に係る立入調査 ５事業所（６件） 

 
 

＜資料３－１ Ｐ20 Ⅰ 現状 １（２）原子力審議会、原子力安全対策委員会の運営＞ 

【表 10】 茨城県原子力安全対策委員会の開催状況（令和２年度） 

名称 開催回数 

原子力安全対策委員会 ４回 
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＜資料３－１ Ｐ20 Ⅰ 現状 ２ 原子力防災体制の構築＞ 

【表 11】原子力災害対策重点区域 
 
地 
区 

事業所 
〔所在市町村〕 

原子力災害対策重点区域 
重点区域を設定 
する原子力施設 

重点区域の 
範   囲 

所在・関係周辺 
市 町 村 

東 
 

海 
 

・ 
 

那 
 

珂 
 

地 
 

区 

・日本原子力発電(株) 
東海第二発電所 
〔東海村〕 

発電用原子炉施設 

（ＰＡＺ） 
約５㎞ 

（ＵＰＺ） 
約 30 ㎞ 

東 海 村、水 戸 市、日 立 市 
常陸太田市、高 萩 市、笠 間 市 
ひたちなか市、常陸大宮市、那 珂 市 
鉾 田 市、茨 城 町、大 洗 町 
城 里 町、大 子 町、〇〇〇〇〇 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 
〔東海村〕 

試験研究用等原子

炉施設(JRR-3) 
（ＵＰＺ） 
約５㎞ 東 海 村、日 立 市、ひたちなか市 

試験研究用等原子

炉施設(JRR-4) 
（ＵＰＺ） 
約 500ｍ 東 海 村 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 
〔東海村〕 

再処理施設 （ＵＰＺ） 
約５㎞ 東 海 村、日 立 市、ひたちなか市 

・原子燃料工業(株)東海事業所 
〔東海村〕 加工施設 （ＵＰＺ） 

約 500ｍ 東 海 村 

・三菱原子燃料(株) 
〔東海村、那珂市〕 加工施設 （ＵＰＺ） 

約１km 東 海 村、那 珂 市 

大
洗
・
鉾
田
地
区 

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究所 
〔大洗町、鉾田市〕 

試験研究用等原子

炉施設(常陽) 

（ＵＰＺ） 
約５㎞ 

大 洗 町、鉾 田 市、水 戸 市 
茨 城 町〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

試験研究用等原子

炉施設(ＨＴＴＲ) 

試験研究用等原子

炉施設(ＪＭＴＲ) 
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＜資料３－１ Ｐ20 Ⅰ 現状 ３ 原子力に関する知識の普及啓発＞ 

【表 12】原子力に関する知識の普及啓発に係る取組状況 

 H30 R1 R2 備 考 

原子力ハンドブック 

（一般向け） 
 約1万4,000部 約1万2,000部 約 1 万 2,000 部 県内全市町村等に配布 

原子力エネルギーブック 

（児童生徒向け） 
約 11 万部 約 11 万部 約 10 万部 県内全ての小・中・高等学校等に配布 

原子力専門家派遣 

（小中学生向け） 

    32 回派遣 

約 2,400 名参加 

   30 回派遣 

約 2,500 名参加 

    27 回派遣 

約 1,500 名参加 
県内全ての小・中・高等学校等に募集 
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第５回 変革期をリードする新時代の茨城づくり 

調査特別委員会資料 【参考資料】 
 

 

 

 

４ 安心安全快適な生活環境 

災害に強い県土づくり、国土強靭化の推進 

 

 

（ 土木部 ） 
 

令和３年８月３１日（火） 
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＜資料３－１ Ｐ９ Ⅰ現状 １ 大規模災害に備えた緊急輸送道路等の整備＞ 

１（１）高速道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜県内のスマート IC＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜圏央道アクセス道路整備アクションプラン＞ 

■圏央道の４車線化整備に併せて、アクセス道路整備を重点的・計画的に進める。 

 ■主な整備箇所 

接続 IC 箇 所 名 

境古河 IC 国道３５４号境岩井 BP、結城野田線 

阿見東 IC 竜ケ崎阿見線 

稲敷東 IC 江戸崎下総線    など 

 

１（２）直轄国道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■改築事業 

 

 

 

 

 

 

 

■ 直轄国道　４車線化率

A(km) 順位 B(km) 順位 B / A 順位

茨 城 県 327.8 1 109.2 5 33.31% 7

栃 木 県 201.0 6 109.0 6 54.23% 5

群 馬 県 218.3 4 90.4 7 41.41% 6

埼 玉 県 261.8 2 158.7 2 60.62% 3

千 葉 県 212.4 5 157.5 3 74.15% 2

東 京 都 184.1 7 161.0 1 87.45% 1

神奈川県 236.8 3 131.3 4 55.45% 4

※圏央道は除く

※平成29年3月に4車線開通したR6土浦バイパス5.9kmを含む

H27交通センサス

指定区間延長 ４車線以上延長 ４車線の割合 実延長 ４車線化 ４車線化率

（km） 延長（km） （％）

国道 ４ 号 29.3 21.8 74.4%

国道 ６ 号 145.2 38.9 26.8%

国道５０号 79.1 29.6 37.4%

国道５１号 74.2 18.9 25.5%

直轄国道

109.2 33.3%合　計 327.8

久喜白岡 JCT～大栄JCT間 

2018(H30)年度より4車線化の事業開始 

2022（R4）年度から順次供用開始、2024(R6)年度全線供用見込み

圏央道 4車線化（事業中） 

東関道水戸線（事業中）

潮来 IC～鉾田 IC間 
【国・東日本高速道路(株)施行】

L=約 31km 

暫定 2車線整備 

2024(R6)年度 

開通見込み 
※用地取得等が順調な場合 

（仮）笠間ＰＡスマートＩＣ 

2021(R3)年 8月 6日 新規事業化 

【東日本高速道路(株)・笠間市施行】 

（仮）つくばみらいスマートＩＣ 

2019(R1)年 9月 27日 新規事業化 

【東日本高速道路(株)・つくばみらい市施行】 

守谷ＳＡ 
※防災拠点としいて H26.3.19 リニューアル 

・災害対策室、救護室、自家発電設備、 

 太陽光パネル、井戸の整備 

・ヘリポート拡張 

（仮）つくばスマートＩＣ 

2017(H29)年 7月 21日 新規事業化 

【東日本高速道路(株)・つくば市施行】 

■４車線化率 
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１（３）県管理道路 

■５か年加速化の主な対策内容（道路関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２（１）道の駅の防災機能の強化 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開業中道の駅の防災機能 

 

 

▲橋梁耐震化（完成イメージ） 

落橋防止 

橋脚巻立補強 

▲老朽化対策（要対策箇所イメージ） ▲冠水対策（要対策箇所イメージ） 

対策イメージ 

▲法面・盛土対策（完成イメージ） ▲無電柱化（完成イメージ） 

主な対策メニュー（道路関係） 対策内容

災害に強い道路ネットワークの構築
災害に強い幹線道路ネットワークを構築するため、
緊急輸送道路の整備や橋梁の耐震化など、道路の機能強化を推
進。

道路の老朽化対策
定期点検等により確認された修繕が必要な道路施設（橋梁、ト
ンネル等）の対策を集中的に実施。

道路の冠水・流失防止対策
通行止めが長期化する渡河部の橋梁流失や河川隣接区間の道路
流失等の対策を実施中。

道路法面・盛土対策
新たに把握された災害リスク箇所に対し、法面・盛土対策を推
進。

無電柱化の推進
電柱倒壊による道路閉塞のリスクがある箇所において無電柱化
を推進。

ITを活用した道路管理体制の強化
IT技術の活用による道路管理体制の強化や維持管理の効率化を
推進。

道の駅 防災機能

①かつら Wi-Fi、貯水槽

②みわ Wi-Fi、非常用発電設備

③さとみ Wi-Fi

④さかい Wi-Fi、貯水槽、蓄電機能付き照明灯

⑤奥久慈だいご Wi-Fi、非常用発電設備、防災倉庫

⑥しもつま Wi-Fi、ソーラー式照明灯、蓄電機能付き照明灯

⑦たまつくり Wi-Fi、蓄電機能付き照明灯

⑧いたこ Wi-Fi、非常用発電設備、ソーラー式照明灯

⑨ごか Wi-Fi

⑩まくらがの里こが Wi-Fi、防災倉庫、非常用発電設備、非常用トイレ、貯水槽等

⑪日立おさかなセンターWi-Fi

⑫常陸大宮 Wi-Fi、防災倉庫、非常用発電設備、非常用井戸、ヘリポート等

⑬ひたちおおた Wi-Fi、防災倉庫、非常用発電設備、非常用井戸、ヘリポート等

⑭グランテラス筑西 Wi-Fi、非常用発電設備、耐震性貯水槽

※開業時期未定 

※R4年度開業予定 

※R3.9開業予定 

広域防災拠点 

【茨城県地域防災計画上の広域防災拠点】 

奥久慈だいご、グランテラス筑西、かさま、（仮）常総 
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＜資料３－１ Ｐ11 Ⅰ現状 １ 豪雨等の災害に対するハード対策（河川等）＞ 

１（１）令和元年東日本台風からの復旧・復興 

【各プロジェクト概要】 

 

 

 

 

 

 

 

ハ
ー
ド
対
策 

■那珂川緊急治水対策プロジェクト 

（令和元年東日本台風） 

■久慈川緊急治水対策プロジェクト 

（令和元年東日本台風） 

【那珂川[国］】 【久慈川（県管理区間の権限代行含む）[国］】 

事業内容 
堤防整備，河道掘削， 

遊水地，土地利用制限等 
事業内容 

堤防整備，河道掘削，霞堤整備， 

土地利用制限等 

事業期間 R1～R6 事業期間 R1～R6 

【藤井川等[茨城県］】 【久慈川（代行除く），里川等[茨城県］】 

事業内容 堤防整備（復旧）等 事業内容 堤防整備、河道掘削 

事業期間 R1～R2 事業期間 R1～R6 

ソ
フ
ト
対
策 

■関係機関等が連携し，円滑な水防・ 

避難行動のための体制等を充実 

■関係機関等が連携し，円滑な水防・ 

避難行動のための体制等の充実を図る。 

・越水・決壊を検知する機器の開発・整備。講習会等によるマイ・タイムラインの普及促進。 

要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進 

１（３）流域治水の取組み 
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＜資料３－１ Ｐ14 Ⅰ現状 １ 港湾におけるハード対策＞ 

 

（１） 耐震強化岸壁 

 

「耐震強化岸壁」とは、大規模な地震が発生した際に、 

被災直後の緊急物資の海上輸送を確保するために、 

特定の港湾において通常の岸壁よりも耐震性を強化 

（レベル２地震動対応）した岸壁。 

 

 

 

港湾名 地区名 
耐震強化岸壁 

 延長 水深 

茨城港日立港区 第４ふ頭地区 Ｄ岸壁 ３００ｍ －１０ｍ 

茨城港常陸那珂港区 中央ふ頭地区 
Ａ岸壁 １３０ｍ －７．５ｍ 

Ｃ岸壁 ３００ｍ －１２ｍ 

鹿島港 外港地区 Ａ岸壁 ２８０ｍ －１４ｍ 

 

（２） 防波堤の「粘り強い構造」の導入 

 

「粘り強い構造」の導入とは、想定（設計）を超える 

津波や波浪が防波堤に襲来した場合でも、破壊、倒壊 

までの時間を少しでも長くする、或いは全壊に至る 

可能性を少しでも減らす構造上の工夫をすることで 

港内や背後地の減災を目指すこと。 

 

＜期待できる減災効果＞ 

防波堤が直ちに倒壊することなく、堤体が粘り 

強く耐えることにより、 

・ 港内の労働者や背後地の住民の避難時間を稼ぐ 

・ 港内や背後地の津波や高波による浸水の範囲を 

低減する 

 

 

＜整備状況＞ 整備：４箇所／計画：４箇所 

大規模な津波や高波 

港外側 

港外側 

ケーソン 

津波の圧力によりケーソン（防波堤）が押さ

れ、乗り超えた波により基礎マウンドが掘ら

れてケーソンが傾く 

津波で押されてもケーソンは基礎マウンドに

めり込むが転倒することはない 

大規模な津波や高波 

＜粘り強い構造のイメージ＞ 

通常の防波堤 粘り強い構造の防波堤 

津波の被災メカニズム 
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＜資料３－１ Ｐ14 Ⅰ現状 ２ 港湾におけるソフト対策＞ 
 

（１）津波からの避難計画 

 

・平成 28 年 3 月に各港で津波避難計画を策定。 

・津波が発生した際、民間施設や津波避難タワー 

等の一時避難場所に一時的に避難するための計画。 

・一時避難場所として、民間施設と協定を締結。 

避難できるエリアに既存施設がない場合のみ、 

津波避難タワー等を整備。 

 ・港湾の整備進展や企業立地等に応じて、計画を 

適宜見直し。 

 

（２）港湾ＢＣＰ（事業継続計画） 

 

・平成 29 年 3 月に各港で港湾ＢＣＰを策定。 

・大規模災害が発生した際、関係者が連携し 

事業を継続するための行動計画。 

・令和元年に港湾ＢＣＰを改訂し、台風等に伴う 

高潮･暴風への事前対策（コンテナの倒壊対策） 

を位置づけ。 

・今後、新型コロナウイルス感染症への対応や、 

津波襲来時のリスク軽減（船舶の岸壁への衝突 

抑制等）に向けた取組みの検討など、港湾ＢＣＰ 

の充実を図る。 

 

 

台風時等における事前対策の事例【常陸那珂港区】 

津波避難タワー（日立港区） 民間施設屋上（常陸那珂港区） 

＜一時避難施設の例＞ 

固定器具の近接写真 

：固定器具でコンテナ同士を連結 

コンテナの積み方を倒壊しにくい階段状へ変更 港湾ＢＣＰに基づく事前対策

の実施により、令和元年東日本

台風台風においてもコンテナ

や荷役機械への被害はなし 
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＜資料３－１ Ｐ16 Ⅰ現状 １ 下水道におけるハード対策＞ 

【地震対策】 

 

目  標 内  容 対象施設 対象施設数 
耐 震 

施設数 

未耐震 

施設数 

短 期 「職員の人命保護」 管理本館等 15 施設 15 施設 0 施設 

中 期 「最低限の処理機能確保」 
揚水施設、沈殿施設 

消毒施設、導水施設 
46 施設 24 施設 22 施設 

長 期 
「公共用水域の汚濁防止」 

（老朽化対策時に耐震化実施） 

高度処理施設 

汚泥処理施設 
78 施設 23 施設 55 施設 

ポンプ場 28 施設 5 施設 23 施設 

 
合計 167 施設 

67 施設 

（耐震化率 40.1%） 
100 施設 

 
対象施設 対策延長 耐震延長 未耐震延長  対象施設 対策施設数 対策済施設数 未対策施設数 

管渠 360km 139km 221km 予備管（２条化） 36 箇所 15 箇所 21 箇所 

 

【浸水・停電対策】 

 

 

 

 

 

 

【老朽化対策】 

 

 

 

 

 

２条化 

管理本館の耐震対策（霞ケ浦常南流域） 

管渠の２条化（霞ケ浦水郷流域） 

自家発電設備設置 

ポンプ場の停電対策 

（鬼怒小貝流域） 

使用年数 27年（耐用年数 10年） 

（霞ケ浦湖北流域） 

焼却設備 管渠 

使用年数 30年（耐用年数 50年） 

（那珂久慈流域） 

対象施設数 設置済施設数 未設置施設数

51施設
41施設

（設置率80.4%）
10施設

自家発電設備の設置状況（令和２年度末時点）

処理場の経過年数（令和２年度末時点） 

ポンプ場電気室の浸水対策 

（鬼怒小貝流域） 

防水扉設置 

処理場の耐震対策状況（令和２年度末時点） 

事業名 供用年度 経過年数

鹿島臨海特定公共下水道 S45 50

霞ケ浦常南流域下水道 S51 44

霞ケ浦湖北流域下水道 S54 41

霞ケ浦水郷流域下水道 S61 34

那珂久慈流域下水道 H1 31

利根左岸さしま流域下水道 H9 23

鬼怒小貝流域下水道 H11 20

小貝川東部流域下水道 H15 16

ブレース設置 

管渠の耐震対策状況（令和２年度末時点）
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＜資料３－１ Ｐ17 Ⅰ現状 １ 防災施設の整備（県営都市公園）＞ 

【「広域避難地」となる県営都市公園における防災施設の整備状況】 

 
 

 

 

 

 

１ 偕楽園 水戸市 58.0 64 ● ● ○ ○ ○

２ 笠間芸術の森公園 笠間市 35.9 29 ● ● ● ○ ● ● 広場整備

３ 大子広域公園 大子町 60.4 27 ● ● ● ○

４ 鹿島灘海浜公園 鉾田市 20.6 21 ● ● ● ○ ● ○

５ 北浦川緑地 取手市 7.0 20 ● ● ● ○ ● ●

６ 洞峰公園 つくば市 20.0 41 ● ● ● ●

７ 霞ヶ浦総合公園 土浦市 10.3 38 ● ● ● ○ ○

８ 県西総合公園 筑西市 24.8 29 ● ● ● ○ ● 園路改修

９ 砂沼広域公園 下妻市 25.6 42 ● ● ● ● ● ●

【凡例】 ●：整備済

〇：整備予定

開園面積市町村名公園名No.
かまど
ベンチ

防災
パーゴラ・四阿

非常用
トイレ

耐震性貯水槽
又は井戸
（飲料水）

臨時
ヘリ

ポート

非常用
照明灯

重要インフラ緊急点

検による実施内容
（H30～R1）

開園年数

【耐震性貯水槽】 
 避難者への飲料水の確保  
（笠間芸術の森公園 
 外８公園で整備済） 

【非常用トイレ】 
通常時スツールが災害時 
非常用トイレとして利用 
（洞峰公園外１公園で 
 整備済） 

【防災パーゴラ・四阿】 
災害時にテントを張り，炊事場や
救護所として利用 
（砂沼広域公園外３公園で 
 整備済） 

【かまどベンチ】 
災害時にかまどとして利用 
（洞峰公園外４公園で整備済） 
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＜資料３－１ Ｐ18 Ⅰ現状 １ 災害予防（建築物の耐震化）＞ 

（１）補助制度 

ア 大規模建築物等耐震化支援事業 

⇒民間の大規模建築物等の耐震化を促進するため、耐震診断・改修費用の 

一部を助成 

【対象】 

（例）以下の建築物のうち大規模なもの 等 

・病院、店舗等の不特定多数の者が利用する建築物 

・学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物 

 

イ 建築物等震災対策事業 

⇒木造住宅の耐震化やブロック塀等の安全対策に要する費用の一部を助成 

【対象】 

・昭和５６年以前に建築された木造住宅の耐震診断及び耐震改修 

・ブロック塀等の安全対策（除却・建替え等） 

 

 

（２）チラシやリーフレット等を活用した啓発 

・建築物の所有者に対し、リーフレットの随時更新 

やＳＮＳ（県公式ツイッターなど）により、建築 

物の耐震化に関する情報を発信 

・市町村広報誌での周知や県ＨＰへのリンクなど、 

建築物の耐震化に関する県民向けの情報発信の機 

会を充実 

・建築物防災週間（９月、３月）におけるリーフレッ 

トの配布による建築物所有者への周知 

 

 

  

＜大規模建築物の耐震改修（イメージ）＞ 

＜木造住宅の耐震診断・耐震改修（イメージ）＞ 

＜リーフレット（木造住宅耐震化、ブロック塀の自己点検・相談窓口の紹介）＞ 
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＜資料３－１ Ｐ18 Ⅰ現状 ２ 建築物の災害応急対策＞ 

（１）応急危険度判定 

・余震等による二次災害を防ぐため、建築物の被災状況を判定 

≪過去の地震における判定活動実績≫ 

発生年 地震名 判定棟数 人数 

Ｈ１６ 中越地震 2,232 棟 延べ 251 名 

Ｈ１９ 中越沖地震 1,468 棟 延べ 139 名 

Ｈ２３ 東日本大震災 15,863 棟 延べ 929 名 

Ｈ２８ 熊本地震 309 棟 延べ  30 名 

 

 

（２）応急仮設住宅 

・被災者に対し、地方自治体が仮住居を提供 

≪台風第１９号被害における応急仮設住宅等の提供実績≫ 

①公営住宅等１９７戸 

既存ストックを活用し、被災者の仮住まいを速やかに提供 

②賃貸型応急住宅１７戸 

民間賃貸住宅を借り上げて応急住宅を提供 

③建設型応急住宅２６戸 

常陸大宮市９戸、大子町１５戸を整備 

 

＜判定ステッカー＞ 

＜公営住宅の提供（鍵渡し状況）＞ ＜建設型応急住宅（大子町）＞ 
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